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午前９時５７分開会 

○工藤てつや委員長 皆さんおはようございます。 

  定刻前ではありますが、皆さんおそろいですの

で、議会運営委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 まず初めに、記録署名員を指

名いたします。 

  岡田委員、たがた委員、お願いいたします。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、予算特別委員会委員の

欠員に伴う新委員の選任についてを議題といたし

ます。 

○ただ太郎議長 別紙１ページのとおりでございま

す。 

  ２月２６日付で、鹿浜昭議員から予算特別委員

会委員辞任願が提出され、委員会条例第１２条の

規定に基づき、同日付でこれを許可いたしました。 

  つきましては、予算特別委員会委員が欠員とな

りますので、本日の本会議において、くじらい実

議員を指名し、選任いたしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○工藤てつや委員長 御了承願います。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、議事日程（第４号）に

ついてを議題といたします。 

○区議会事務局長 令和８年第１回足立区議会定例

会議事日程（第４号）の案を説明いたします。 

  令和８年２月２７日、午後１時開議分でござい

ます。 

  開会後、区議会事務局長朗読の諸報告を受けて

いただきます。 

  次に、日程第１を単独議題とし、令和７年度一

般会計補正予算１議案、総務委員会付託分を２９

番はたの昭彦議員の反対討論の後、起立採決によ

り議決していただきます。 

  反対は共産党、れいわ新選組・市民派の会あだ

ちです。 

  次に、日程第２から第４を一括議題とし、令和

７年度各会計補正予算３議案、総務委員会付託分

を簡易採決により議決していただきます。 

  次に、日程第５から第１３までを一括議題とし、

議案９件、総務委員会付託分を簡易採決により議

決していただきます。 

  次に、日程第１４を単独議題とし、議案１件、

総務委員会付託分を３番野沢てつや議員の反対討

論の後、起立採決により議決していただきます。 

  反対は、共産党、是々非々の会、れいわ新選組・

市民派の会あだち、野沢てつや議員でございます。 

  次に、日程第１５を単独議題とし、議案１件、

総務委員会付託分を３０番ぬかが和子議員の反対

討論の後、起立採決により議決していただきます。 

 反対は共産党です。 

  次に、日程第１６を単独議題とし、議案１件、

区民委員会付託分を簡易採決により議決していた

だきます。 

  次に、日程第１７を単独議題とし、議案１件、

区民委員会付託分を起立採決により議決していた

だきます。 

  反対は、共産党、れいわ新選組・市民派の会あ

だちです。 

  次に、日程第１８を単独議題とし、鹿浜昭議員

の予算特別委員会委員の辞任に伴い、欠員となっ

ている委員の選任について、委員会条例第６条第

１項の規定により、くじらい実議員を議長より指
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名させていただき、簡易採決により議決していた

だきます。 

  以上でございます。 

○工藤てつや委員長 御了承願います。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、次回の議会運営委員会

の招集日についてを議題といたします。 

  こちらにつきましては、３月２３日月曜日午前

１０時からとなりますので、よろしくお願いいた

します。 

  執行機関の退席を認めます。 

[執行機関一部退席] 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、６、執行機関からの報

告事項についてを議題といたします。 

  （１）政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関するア

ンケートの集計結果について、総務部長から説明

をお願いいたします。 

○総務部長 皆さんおはようございます。３ページ

をお開きください。 

  政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関するアンケー

トの集計結果について御報告を差し上げます。 

  さきに、議会で陳情が採択されたことによりま

して、１２月５日から１２月２６日までアンケー

トを実施いたしました。その結果でございますが、

回答が約８８．６％ということでございまして、

具体的な回答結果は、４ページの方になります。 

  まず、職層の方は、御覧のとおりでございます。 

  足立区議会議員から政党機関紙の購読の勧誘を

受けたことがあるかという問２でございますが、

「ある」が７８名の６７％でございました。また、

勧誘を受けた方の受けた時期でございますが、こ

ちらは、問３の方の表のとおりでございます。 

  また、「勧誘を受けたことがある方のみお答え

ください」ということで、勧誘を受けたときの心

理的な圧力を問４としてまとめておりますが、「感

じた」という方がその中の４０名の５１％となっ

ております。 

  また、自由意見を５ページの方におまとめさせ

ていただいておりますけれども、一番多かったの

が、「勧誘を断りたい」「購読をやめたいと思う

が言い出すことが困難である」という意見が非常

に多かったという状況でございます。 

  これらを受けまして、方針として、７の方に記

載をさせていただいております。 

  購読を解約しづらいという職員が一定数いるこ

とから、解約希望する者は総務部が取りまとめて

解約の申込みをしたいと考えております。また、

業務上の情報収集等で、政党機関紙を必要とする

部署は、公費で購入するということを検討いたし

ます。 

  また、（３）でございますが、ア、イの理由に

より、庁内の取締り規則の改定は行わないことと

いたします。 

  その理由でございます。 

  足立区の特定要求等への対応等に関する規定の

中で、心理的圧力を伴う勧誘があった場合も対応

ができるというふうに考えていること、それから、

イの方で、庁内取締り規則の中では、勧誘活動は

庁内取締り責任者の許可を受けてとなっておりま

すので、政党機関紙をあえて特別に記載する必要

はないと考えることからでございます。 

  私からの報告は以上でございます。 

○工藤てつや委員長 ただいまの説明を受けまして、

何か質疑等ございますか。 

○ぬかが和子委員 冒頭の報告のところで、議会で
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の陳情が採択されたことを受けて、アンケートを

実施したというふうになっているのですけれども、

議会での採択された陳情項目というのは、「足立

区議会議員が許可申請をする場合には、政党機関

紙の勧誘行為に伴う心理的圧力の有無に関する職

員アンケートを実施し」となっているわけですよ

ね。そういう点では、この陳情項目で言ったら、

これは採択された項目ですけれども、つまりこの

前提条件を満たしていて、アンケートを実施して

いない、つまり陳情項目に沿った対応ではなかっ

たということだと思うのですが、どうでしょうか。 

○総務課長 陳情の採択を受けてというところは、

今回アンケートを実施した目的の一つでございま

す。その上で、この今の目的に書いております、

及び全国的にというような議論というのを含めて、

その他ほかの要素も考えまして、採択された趣旨

などを考えて、執行機関としてアンケート実施に

ついて、しようということで考えたものでござい

ます。 

○ぬかが和子委員 だけれども、先ほどの報告では、

陳情採択されたことを受けてという言い方してい

るわけですよ。つまり、陳情が採択されたから、

採択項目に沿ってやったということではなくて、

採択をされたことと今の答弁でいきますと、全国

で議論になっているからだということでよろしい

のですか。 

○総務部長 採択を受けてということで私の方でお

話をしましたけれども、この間の議論の中で、や

はりアンケートをやってみなければ分からないの

ではないかというような御意見をたくさん頂戴い

たしました。そういうところでは、採択そのもの、

陳情そのものではございますが、そうしたことを

私どもは真摯に受け止めまして、アンケートをさ

せていただいたというところでございます。 

  陳情の趣旨を鑑みながら、また、皆様方の御議

論のところを見ながらということで、させていた

だいた結果というふうに取っていただければと思

います。 

○ぬかが和子委員 はっきりさせてほしい。陳情項

目イコールでこのアンケートではないですよね。 

○総務部長 完全に一致しているものではございま

せんけれども、総体的には受けたものというふう

に考えております。 

○ぬかが和子委員 それから、全国的に区市町村内

で云々かんぬんというのは、私たち本会議の討論

でも申し上げましたけれども、全国的にこの反社

会団体として問題になっている統一教会の構成員、

事務局長の方は世界平和統一家庭連合の所属の方

が全国に出しているという事実は認識しています

か。 

○総務課長 そういったところで全国的に出されて

いるという事実は認識しております。 

○ぬかが和子委員 それから、そもそも職員アンケ

ートによって、職員の人事権を持つ行政執行部が

一般に人事の関心の強い幹部職員に対して、政党

機関紙の購読の際の心的な状況まで回答させると

いうのが今回のアンケートなわけですよ。心的な

状況を回答させる。これは正に、内心の自由を踏

みにじることなのではないかと思いますが、どう

でしょうか。 

○総務部長 今回のアンケートは、あくまでも任意

で答えていただくようにしたものでございますの

で、答えたくなければ答えなくてもいい、そうい

った項目もスルーしてもいいというような状況で

実施したものでございます。 

○ぬかが和子委員 そうは言っても、最初言ったで

しょう。だからこれが一般の郵送アンケートだっ

たらいいですよ。だけれども、そうではなくて、

職員の人事権を持つ行政執行部が実施するという

ことで、そのときの心的な状況まで回答させると
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いうことは、本当に心理的な圧力を加えることに

ほかならないと思いませんか。 

○総務部長 今回のアンケートを作成するに当たり、

私どもも非常に悩みましたけれども、このライン

が圧力を掛けない、私どもとしてもできる最高の

範囲かというふうに思って実施したところでござ

います。 

○ぬかが和子委員 繰り返しになることはもう申し

ませんが、一般的には、政党機関紙の購読の有無

を尋ねること自体も心理的圧力が掛かる可能性が

高いというふうに言われているけれども、それ以

上に、購読の際の心的状況を回答させるというこ

とが内心の自由への侵害に当たるというふうに指

摘している方も多いのです。そこは、是非しっか

りと認識していただきたかったというふうに思い

ます。 

  最後になりますけれども、私たちの政党機関紙

「しんぶん赤旗」について言えば、当然この日本

外国特派員協会からも、報道の自由賞というのを

受賞していて、正に権力の監視の重要な役割を証

明するものだということで、この報道の自由賞と

いうのを受賞しているのですけれども、政党の支

持のいかんにかかわらず、赤旗でしか得ることが

できない真実もたくさんあるということも、私た

ちは、自分たちの政党機関紙については思ってお

ります。以上です。 

○総務部長 それぞれのお考えがあっての政党機関

紙だと思います。決してそれを否定するものでは

なく、それの購読の仕方について、問題があれば

改善をしていくというスタンスで対応させていた

だいたものでございますので、御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

○伊藤のぶゆき委員 ちょっと何点か確認だけさせ

てください。 

  今ぬかが委員がおっしゃった陳情が区議会議員

から勧誘があったということで本来はあったはず

なのに、そこが違うのではないかという話なので

すけれども、ということは、このアンケートに答

えていて勧誘を受けたという方々、「ある」とい

う方々は、このアンケートでは、区議会議員が前

提ではなくて、庁舎内で上司及び部下なのか、議

員なのか分からないですけれども、勧誘を受けた

ことがあるか、ないかという、まず、この「ある」

という判断でいいですよね。 

○総務課長 このアンケートの問２などに足立区議

会議員からか購読を受けたことがありますかとい

うような質問を入れておりますので、基本的には、

足立区議会議員から勧誘を受けたかという認識で

答えているものと思っております。 

○伊藤のぶゆき委員 そうすると、この無記名でア

ンケートを取っているので、このナンバー１の勧

誘を断りたい、購読をやめたいけれども言い出す

ことが困難ということは、要はこの区議会議員の

方が集金に行っているということなのですか。 

○総務部長 集金云々ということではございません

が、働き掛けがあった政党機関紙の方からの誘い

を断りたいという、そういった主張と考えており

ます。 

○伊藤のぶゆき委員 何か普通に考えてみれば政党

機関誌断りたいのだったら、そこに何か窓口があ

るのだったらそこに電話してやめればいいのかな

と思うのですけれども。この言い出すことが困難

であるというのは、どういったことなのかと思っ

て。 

○総務部長 やはり言い出しにくいという雰囲気が、

その方その方の感じ方はいろいろあるかと思うの

ですが、言い出しにくいという考えがあるという

ことでございます。 

○伊藤のぶゆき委員 そうなってくると、今後の方

針なのですけれども、購読の解約はしづらいとい
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う職員が一定数いると。これは、アンケートを取

れば分かるのですけれども、これはあくまでも無

記名でやっているのではないですか。これをやめ

たいと言った場合に、誰が取りまとめて、でも結

局やめる、やめないはばれるのではないですか。 

  要するに、無記名でアンケートしているけれど

も、窓口を作って、もし解約をしたい場合は一括

で解約しますと。それが例えば執行機関がまとめ

たとて、やめた、やめないは、行く行く例えば集

金に行かれている場合は、例えば窓口無記名で書

いたのに窓口でやめたいと言って、みんなまとめ

て何人かやめるとしますよね。でも集金している

方がそこに行ったときに、すみません、私もう申

込みやめたんですと言ったら、ばれちゃうではな

いですか。これはどういうふうに対応するのです

か。結局それというのは、心理的圧力というのは

変わらないのではないかという。要は、政党機関

紙が云々ではなくて、要するにこの心理的圧力を

受けているか受けていないかという話の中で、や

めるにしても、これがばれちゃうと結果心理的圧

力を受けるということになるのではないですか。

やめたことがばれちゃったら・・・言っているこ

と分かりますか。 

○副区長 あくまでもこれは心理的なもので、１対

１でやめることに対して、非常に抵抗があるけれ

ども、やめたいという、みんなでそろえばという

わけではないですけれども、やはり一定数そろっ

て、そういった形で対応すれば心理的不安も少し

軽減できるのではないかというところでの配慮事

項だと思います。 

○総務部長 ばれてしまうのではないかという、ば

れるのが誰にばれるのかというところが伊藤委員

おっしゃるところが集金員にばれるのかというと

ころなのか・・・。 

○伊藤のぶゆき委員 これ、集金に来られていたら、

集金が来るではないですか。その集金している方

にばれちゃうではないですか。そうすると結局窓

口がこちらで無記名でやめたいとまとめても、集

金の人が来ると思ったらやめられないのではない

のかというのは、そのシステムがどうなっている

か分からないから、はっきり分からないですけれ

ども。 

○総務部長 政党機関紙の購読に当たっては、個別

に政党機関紙の発行側は押さえていらっしゃると

思います。どなたが購読しているかというのを押

さえています。ただ、私どもは、一部誰々さんが

取っているというのは、ほとんど知りません。で

すが、今回、一人ではちょっと言いにくいという

ことでございますので、細かく言いますと、私や

総務課長がもし集団で申入れを望むという方がい

るのであれば、お申出をくださいというのを広く

呼び掛けます。そこで、私たちも守秘義務がござ

いますので、その範囲でまとめて言ってくれるの

であれば私は申出をしたいというふうに、御意思

を示された方の分をおまとめして、政党機関紙の

発行元の方にお話をさせていただきます。とすれ

ば、発行元の方は、誰が購読しているかというの

は把握しているわけですから、そこで名簿の突き

合わせをし、その後の集金などに訪れるというこ

とはないのではないかというふうに考えておりま

す。お答えになっていますでしょうか。 

○伊藤のぶゆき委員 最後にします。それで心理的

圧力が免れますかね。 

○総務部長 一人で申出をするというのが職員にと

っては非常に心理的な申出しにくいという気持ち

が非常に強いというのが複数の職員から聞いてお

ります。ですので、まとめることによって、その

心理的な負担が軽減されるというところは、私と

しては確信しております。 

○髙橋まゆみ議員 今のやり取りを聞いていて、ち
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６ 

ょっと本当に違和感があるのです。１団体という

か機関紙に対して、確かに困っている方がいらっ

しゃるのは分かりますが、それを区側が取りまと

めてやるというのがまず一つおかしいと思うので

すね。これというのは、何かいじめではないので

すけれども、一つの団体をターゲットにしている

としか思えなくて、それはちょっと違うかなと。 

  さきに言えば、何と言うのですかね。その人が

やめられないということは、その人より地位が上

だったりとか、あるいは議員だったり上司だった

りというところだと思うのです。その人たちが今

度庁内でやること、そういった業務と関係のない

ことを、お金を徴収するだとか勧誘するだとか、

そういったものをやめさせればいいのではないか

と思うのですけれども、いかがですか。 

○総務課長 まず一つの党とかということは含めて

も、ちょっとこちらでは分かりませんけれども、

あくまで今回購読、また、単独では解約しづらい

という点からのものということで、このような形

でやると。総務部、同じ管理職の方からこういっ

た意見が多々このように出てはいるところでござ

いますので、同じ管理職として、管理職の方の総

務部というところが全庁のまとめの役係もありま

すので、それで総務部の方で進めていこうと考え

ているところでございます。 

○工藤てつや委員長 よろしいですか。 

  他に質疑ございますでしょうか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○工藤てつや委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、その他に移ります。 

  皆さんの方から何かございますでしょうか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○工藤てつや委員長 なしと認めます。 

  以上をもちまして、議会運営委員会を閉会いた

します。 

午前１０時１７分閉会 

 


